
丱

丱

倅
倅
倅
倅

倅
倅

倅
倅

倅
倅

倅

倅
個個

個
個
個 個

個
個

個個
個
個 個

個

個

個

倫

倫倫
倫 倫

倭

假

假

倅
倅

倅

倅

倅倅

倅

倅

個

個

個

個

個
個

個 個

個

個

倥

倫

倫

倫
倫

倫
倫 倫

倫

假
假

伎

伎
伝伝
伝伝

俚俚

丗丗丗丗丗丗

丗

丗

丗丗丗

丗丗

丗

丗丗
丗丗丗

丗丗

丗

丗丗丗

丗丗丗丗丗丗丗

丗丗丗丗

丗丗丗丗丗 丗

丗丗

丗丗丗丗丗

丗丗丗丗

丗丗丗 丗丗丗

丗丗丗

丗丗

丗

丗丗

丗丗
丗

丗

丗丗丗

丗丗
丗

丗丗丗

丗丗丗

丗丗
丗

丗丗丗丗丗

丗丗丗

丗丗

丗

丗丗丗
丗丗丗

丗丗

丗丗丗丗丗丗丗丗丗

丗

丗丗
丗丗
丗丗丗

丗丗丗丗丗 丗

丗

丗丗丗丗丗丗

丗丗丗丗丗

丗丗丗

丗丗

丗

丗丗

丗丗

丗丗丗 丗

丗丗丗丗

丗

丗 丗丗丗丗丗

丗丗 丗丗丗丗丗丗

丗丗

丗丗

丗

丗丗
丗丗
丗丗
丗

丗丗

丗 丗丗

丗丗
丗丗
丗丗丗丗丗

丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗

丗

丗丗
丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗

丱

丱丱

丱

丱

丱

丱

丱
丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

人

仄

県

道

蓮

田

・

鴻

巣

線

加納 北部集会所

加納 天神 社

加納 天満宮

児童 遊園地

公

園

17.1

17.1

16.8

16.7

16.9

17.5

17.4

17.1

16.8

18.5

17.1

16.9

16.8

17.1

17.1

依

依

依
仄

仗

仗

仗

仗

仗

仗

人
人

仄

仄

仄

仗

仗

仗

仗

仗

仗

仗

仗

仗

仗
仗

仗

仗

仗

仗

仗

万七万七

丱
丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱
丱

丱

丱

丱

丱

丱

丁 丁

丁

伴

丁

丁丁

丁

丁

丁

倅
倅

倅

倅

倅

倅

倅

倅
倅
倅

倅

倅

倅

倅
倅
倅

倅倅

倅
倅倅

倅

倅倅

倅

倅

個

個
個

個

個個個

個
個

個個

個

個個個個

個

個

個

個個

個

個 個

個 個
個
個

個
個

個

倣
倥

倥 倥

倩

倩倫

倫倫

倫
倫
倫
倫

倫

倫倫
倫倫倫倫倫
倫倫
倫

倫
倫
倫
倫

倫
倫
倫

倫倫

倫

倫

假

假

假

假

假

假

假

假

倅倅倅

倅

倅

倅

倅

倅

倅
倅倅

倅

倅

倅

倅

倅

倅
倅

倅

倅

倅

倅

倅
倅

倅

倅倅

倅

倅
倅倅

倅

倅倅

倅

倅

倅

倅

倅
個

個個

個
個

個

個
個

個

個

個
個

個

個

個
個

個

個

個
個

個

個
個

個

個

個
個

個
個

個

個個 個

個

個
個

個個

個

個

個

個

個

個

個

個

個
個

個

個

倣

倣

倩

倩

倩
倩

倩

倩

倩

倩

倩

倫倫

倫

倫

倫

倫
倫

倫

倫
倫倫倫

倫

倫

倫倫

倫

倫倫 倫
倫

倫

倫

倫

倫
倫

倫

倫

倫

倫

倫

倫
倫
倫
倫

倹

假

假

假

假

假

假

假

俗
俗

俗
俗

俑

俑俚俚

俚俚

会

伊伊

伎

伎

会

伝伝

丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙

丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙

丙丙

丙
丙
丙

丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙

丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

催

傴

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱
丱丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

促

丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞
丞丞丞丞丞丞
丞丞丞丞丞丞丞
丞丞丞
丞丞丞丞
丞丞丞丞丞丞丞丞

丞丞丞丞丞丞丞

丞丞丞

丞丞丞丞丞丞丞丞
丞丞

丞丞丞丞丞丞

丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞

丞丞丞丞丞丞丞
丞丞丞丞

丞丞丞

亂丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹
亂亂亂亂亂亂亂亂亂亂亂亂亂

亂

丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼丼

丼丼丼丼

丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼
丼

丼丼丼丼

丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼

丼丼丼丼

丗丗丗

丗

丗

丗丗

丗丗

丗丗丗
丗丗丗
丗丗丗

丗

丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗

丗丗 丗丗

丗

丗丗

丗丗

丗丗
丗丗

丗丗

丗丗

丗丗丗丗 丗丗丗丗丗丗丗丗

丗丗丗
丗丗丗
丗丗丗
丗丗

丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗

丗

丗丗
丗丗丗

丗丗
丗

丗丗

丗丗丗

丗

丗丗丗

丗丗

丗丗丗丗

丗丗

丗

丗丗

丗

丗丗

丗

丗丗丗丗丗丗丗丗

丗

丗

丗丗

丗

丗丗

丗

丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗

丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗

丗丗

丗丗
丗丗
丗丗
丗丗
丗丗丗

丗丗
丗

丗丗丗丗

丗
丗丗

丗丗丗

丗丗
丗

丗

丗丗

丗丗

丗丗

丗丗丗丗

丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗

丗丗丗

丗丗

丗

丗丗

丼丼丼
丼

丼丼丼

丼丼丼
丼丼丼
丼丼
丼丼丼

丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼
丼丼丼丼丼

丼丼丼
丼丼丼丼

丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼
丼丼

丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼
丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼

丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼
丼

丼丼

丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼

丼丼丼丼丼丼

丼
丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼

丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗

丗

丗丗
丗丗

丗丗丗

丗丗丗

丗丗丗丗丗丗

丗丗丗丗

丗丗丗丗丗丗丗丗

丗丗丗丗

丗丗丗丗

丗丗丗丗丗丗 丗丗丗丗丗丗

丗丗丗丗丗丗

丗丗
丗丗

丗丗

丗丗丗丗

丗丗
丗丗丗

丗丗
丗丗
丗丗
丗丗丗丗

丗丗丗
丗丗

丗丗丗丗丗丗丗

丗丗丗丗丗丗丗

丗丗丗丗丗

丗丗
丗丗
丗

丗丗丗

丗丗丗丗丗 丗丗

丗丗

丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗 丗丗

丗丗

丗丗
丗丗
丗

丗丗丗
丗丗

丗丗
丗丗
丗

丗丗丗丗丗

丗丗丗丗 丗丗丗丗丗丗丗丗

丗

丗

丗丗丗 丗丗

丗丗
丗丗

丗丗丗

丗丗

丗丗

丗丗
丗

丗丗
丗

丗丗丗丗
丗丗丗

丗丗丗丗

丗丗丗丗 丗丗

丗丗丗丗丗

丗丗
丗丗

丗丗丗丗

丗丗丗

丗丗丗丗
丗丗丗
丗

丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗

丗丗丗
丗

丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗

丗丗丗丗丗

丗

丗丗丗

丗丗丗丗

丗

丗丗丗

丗丗丗丗
丗丗丗

丗丗 丗丗

丗丗丗丗丗丗丗

丗丗丗丗
丗丗丗
丗丗丗
丗丗丗

丗丗
丗丗
丗丗
丗丗
丗丗
丗丗
丗丗

丗丗丗丗丗

丗丗

丗
丗丗丗丗丗丗丗

丗丗丗丗丗
丗丗丗

丗丗

丗丗丗丗
丗丗
丗丗

丗丗丗丗
丗丗丗
丗丗

丗

丗丗

丗丗

丗丗丗丗

丗丗

丗丗丗
丗

丗丗
丗丗丗丗

丗

丗

丗丗
丗丗
丗丗
丗

丗丗丗丗 丗丗丗

丗丗
丗丗
丗丗

丗

丗丗丗丗
丗

丗丗
丗

丗丗丗丗
丗

丗丗丗丗丗丗

丗丗丗

丗丗
丗丗
丗丗

丗丗丗丗丗丗 丗丗丗丗丗

丗丗丗丗

丗丗
丗丗丗

丗丗丗丗
丗丗丗丗丗

丗
丗丗
丗丗
丗丗
丗丗丗丗
丗丗

丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗

丗丗

丗丗丗

丗

丗

丗丗

丗丗

丗 丗

丗丗丗

丗丗丗
丗丗

丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗

丗
丗

丗丗

丗丗
丗丗

丗丗丗丗丗

丗丗
丗丗
丗

丗丗
丗丗

丗丗丗

丗丗丗

丗丗
丗

丗

丗

丗丗

丗

丗丗
丗丗

丗

丗丗

丗丗丗

丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗
丗丗丗丗丗丗丗丗

丗

丗丗丗丗

丗丗
丗丗
丗丗
丗丗

丗丗丗

丗丗
丗丗
丗丗
丗丗丗丗

丗丗丗
丗丗丗
丗丗丗
丗丗丗
丗丗丗丗丗丗丗

丗

丗

16.1
17.3

16.5

16.9

17.1

16.8

17.4

17.2

15.6

16.1

15.8

16.2

16.8

16.1

16.8

16.7

16.5

16.8

16.8

17.1

16.9

16.4

17.2

17.6

19.3

18.3

18.0

17.4

16.9

16.7

16.8

18.9

18.9

18.6

18.7

17.9

17.8

18.8

19.1

18.1

16.4

15.8

17.2

17.9

16.3

17.1

16.1

15.4

15.5

16.7

16.9

16.5

16.1

中丸十丁 目

中丸九丁 目

中 丸 東 小 学 校

中丸集会所

中丸東学童 保育室

（中丸学習 センター）

中丸公民 館

中丸九丁 目

グ

リ

コ

ふ

れ

あ

い

通

り

神 明神 社

中丸中継 ポンプ場

桶

川

北

本

水

道

企

業

団

第

１

１

号

取

水

井

中

丸

ス

ポ

ー

ツ

広

場

藤信公園

明和団地公園

1
7

1
6

1
8

19

0 50 100 150 20025
m±

地区計画方針の付図

中丸九丁目工業ゾーン地区計画

　　　　　　　　凡例

地区計画区域及び地区整備計画区域

A地区（約9.4ha）

B地区（約3.7ha）

（約13.1ha）
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地区 整備計画図（1/3）

中丸 九丁 目工業ゾ ー ン 地区 計画

1号線

幅員：9m

延長：約440m

2号線

幅員：9m

延長：約280m

3号線

幅員：6m

延長：約280m

4号線

幅員：6m

延長：約300m

5号線

幅員：6m

延長：約150m

6号線

幅員：6m

延長：約150m

凡　　例

地区 計画区 域及び地区 整備計画区 域

道 路

緩衝緑地

1号線（W=9.0m,L=約440m）

2号線（W=9.0m,L=約280m）

3号線（W=6.0m,L=約280m）

4号線（W=6.0m,L=約300m）

5号線（W=6.0m,L=約150m）

6号線（W=6.0m,L=約150m）

（約13.1ha）

1号緑地（A=約8,710㎡ ）

2号緑地（A=約2,680㎡ ）

3号緑地（A=約2,170㎡ ）

4号緑地（A=約1,080㎡ ）

　緩衝緑地帯には幅員5m以上 の高木植栽空間を設ける ものとする （4号緑

地を除く）。送電線下における建築制限等により緩衝緑地帯に設ける ことが

困難な場合は、制限区 域外における 最縁辺部に設けるものとする。

ただし、次に掲げるものに係る部分を除く。

・車両等の出入り口、門柱 、門扉 又は安全上 、保安上 や むを 得ないもの。

・神社、寺院、教会 その他これ ら に類する もの。

地区 施設の配置及び規模

1号緑地

面積：約8,710㎡

4号緑地

面積：約1,080㎡

3号緑地

面積：約2,170㎡

2号緑地

面積：約2,680㎡
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地区の 区分

面　　　積 約9.4ヘクタール 約3.7ヘクタール

建築物の 容積率

の 最高限度

建築物の 建蔽

率の 最高限度

30,000㎡ 3,000㎡

建築物等の 高さ

の 最高限度

１　建築物等の 高さの 最高限度は25m以下

　　とする 。

　　ただし、敷地面積が50,000㎡以上か

　　つ 建築物の 外壁又はこれ に代わ る 柱の

　　面の 位置から 道路境界線までの 距離が

　　15m以上かつ 隣地境界線までの 距離

　　が5m以上の も の は、高さの 最高限度を

　　を31m以下とする 。

２　建築物の 高さの 算定方法は、建築基準

　　法施行令第2条第6号の 規定によ る も の

　　とする 。

１　建築物等の 高さの 最高限度は25m以下

　　とする 。

２　建築物の 高さの 算定方法は、建築基準

　　法施行令第2条第6号の 規定によ る も の と

　　する 。

50%

建築物等の 用途

の 制限

地区計画区域及び 地区整備計画区域（約13.1ha）

次の 各 号の いずれ かに該当する 建築物は建築してはなら ない。

１　　建築基準法別表第2（わ ）欄に掲げる も の

　　　ただし、物品販売業を営 む 店舗又は飲食店の 用途に供する も の の うち、その 用途に

　　　供する 部分の 床面積の 合計が150㎡以下の も の を除く。

２　　カラオ ケボックスその 他これ ら に類する も の

３　　神社、寺院、教会その 他これ ら に類する も の

　　　ただし、本地区計画の 告示日において現に区域内に存する 建築物を新築、改築、

　　　増築する 場合につ いてはこの 限りではない。

４　　公衆浴場

５　　診療所

６　　老人福祉センター、児童厚生施設その 他これ ら に類する も の

７　　畜舎

８　　自動 車教習所

９　　火葬・墓地管理業及び 冠婚葬祭業の 用に供する 施設

１０　廃棄物の 処理及び 清掃に関する 法律（昭和45年法律第137号）に規定する 一般廃棄

　　　物、産業廃棄物の 処理の 用に供する 建築物

200%

25%

ただし、次に掲げる も の を除く。

・敷地面積が3,000㎡未満の 建築物の 新築及び 増築。

・本地区計画の 告示日において、既に着手していた行為。

・増築後の 建築物の 床面積の 合計が本地区計画の 告示日における 当該建築物の 床面積の

　合計の 1.2倍を超えない建築物の 増築。

・都市緑地法第35条第2号に規定する 建築物。

建築物の 敷地

面積の 最低限度

建築物の 緑化率

の 最低限度

ただし、次に掲げる も の を除く。

・本地区計画の 告示日において、現に建築物の 敷地として使用され ている 土地で当該

　規定に適合しないも の 。

・本地区計画の 告示日において、現に存する 所有権その 他の 権利に基づいて建築物

　の 敷地として使用する 土地で当該規定に適合しないも の 。

・本地区計画の 告示日において、現に存する 建築物を区域内において新築、改築する

　も の 。

0 50 100 150 20025
m±

地区整備計画図（2/3）

中丸九丁目工業ゾーン地区計画

A地区 B地区



倅倅
倅

倅
倅

倅
倅

倅
倅

倅

個
個
個 個

個
個
個

個
個

個

假

倅

倅

倅倅

倅

個

個

個

個

個
倫

倫

倫
倫

假

俚俚

丗丗丗丗丗丗丗

丗丗丗

丗丗
丗丗丗 丗丗丗

丗丗丗

丗丗

丗

丗丗
丗丗
丗

丗

丗丗丗

丗丗丗

丗丗
丗

丗丗丗丗丗

丗丗丗

丗丗

丗丗丗丗丗丗丗丗丗

丗丗
丗丗
丗丗丗

丗

丗丗丗

丗丗丗

丗丗丗丗丗

丗丗丗

丗丗
丗

丗丗丗 丗

丗丗丗丗丗

丗丗
丗丗
丗丗
丗

丗

丗丗丗丗丗丗

丗

丗丗
丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗

丱

丱

丱

丱
丱

丱

丱

丱

人

仄

県

道

蓮

田

・

鴻

巣

線

公

園

16.8

16.7

16.9

17.1

16.8

17.1

依

依

依
仄

仗

仗

仗

仗

仗

仗
仗

仗仗
仗

仗

人
人

仄

仄

仄

仗

仗

仗

仗

仗

仗

仗

仗

仗

仗
仗

仗

仗

仗

仗

万七万七

丱
丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱
丱

丱

丱

丱

丱
丁 丁

丁

伴
丁

丁

丁丁

丁

丁

丁

倅

倅

倅

倅

倅

倅

倅

倅

倅

倅
倅
倅

倅

倅

倅

倅
倅
倅

倅倅

倅
倅

倅
倅
倅

倅
倅倅

倅

倅

倅

倅

倅倅

倅

倅

個

個
個

個

個個個個

個個個個

個個
個

個

個

個

個個

個

個個個個

個

個

個

個個

個
個
個

個
個

個

個 個
個
個

個

倣
倥

倥 倥

倩

倩倫

倫倫

倫

倫
倫
倫

倫

倫 倫
倫
倫

倫
倫
倫

倫倫

倫
倫

倫
倫

假假

假

假

假

假

假

假

假

倅倅倅

倅

倅

倅

倅

倅倅

倅

倅

倅
倅倅

倅

倅

倅
倅

倅

倅

倅
倅

倅

倅

倅

倅

倅

倅

倅

倅
倅

倅

倅倅

倅
倅

倅

倅

倅

倅

倅

倅

倅

倅
個

個個

個
個

個

個
個

個

個

個
個

個

個

個

個
個個

個

個

個

個

個
個

個

個
個

個

個

個
個

個
個

個

個個 個

個

個
個

個個

個

個

個
個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個

個
個

個

倣

倣

倩

倩

倩
倩

倩

倩

倩

倩

倩

倫倫

倫

倫

倫

倫
倫

倫

倫

倫
倫倫倫

倫

倫

倫倫

倫
倫

倫倫 倫
倫

倫

倫

倫

倫
倫

倫

倫

倫

倫

倫

倫
倫
倫
倫

倹

倹

倹

假

假

假

假

假

假

假

俗
俗

俗
俗

俑

俑俚俚

俚俚

会

会

伊
伊

伊

伎

伎

会

伝伝

丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙

丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙

丙丙

丙
丙
丙
丙

丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙

丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙
丙

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

催

傴

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱
丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

丱

促

丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞
丞丞丞丞丞丞
丞丞丞丞丞丞丞
丞丞丞
丞丞丞丞
丞丞丞丞丞丞丞丞
丞丞丞丞丞丞丞

丞丞丞

丞丞丞丞丞丞丞丞
丞丞

丞丞丞丞丞丞

丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞丞

丞丞丞丞丞丞丞
丞丞丞丞

丞丞丞
亂丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹丹
亂亂亂亂亂亂亂亂亂亂亂亂亂

亂

丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼丼

丼丼丼丼

丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼
丼

丼丼丼丼

丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼

丼丼丼丼

丗丗丗丗丗丗

丗

丗

丗丗

丗丗丗丗丗丗

丗丗丗
丗丗丗
丗丗丗

丗

丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗

丗丗丗

丗

丗丗

丗丗

丗丗
丗丗

丗丗

丗丗

丗丗丗丗丗丗丗丗

丗丗丗
丗丗丗
丗丗丗
丗丗

丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗

丗
丗丗
丗丗丗

丗丗
丗

丗丗

丗丗丗

丗

丗丗丗

丗丗

丗丗丗丗

丗丗
丗丗
丗

丗丗丗

丗丗

丗

丗丗

丗

丗丗

丗

丗丗丗丗丗丗丗丗

丗

丗

丗丗

丗

丗丗

丗

丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗

丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗

丗丗

丗丗
丗丗
丗丗
丗丗
丗丗丗

丗丗
丗

丗丗丗丗

丗
丗丗

丗丗丗

丗

丗丗

丗丗

丗丗

丗丗丗丗

丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗

丗丗

丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼
丼

丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼

丼丼丼
丼丼丼
丼丼
丼丼丼

丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼
丼丼丼丼丼

丼丼丼
丼丼丼丼

丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼
丼丼

丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼
丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼

丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼
丼丼丼
丼

丼丼

丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼

丼丼丼丼丼丼

丼
丼丼丼丼丼丼丼丼丼丼

丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗

丗

丗丗
丗丗

丗丗丗

丗丗丗

丗丗丗丗丗丗

丗丗丗丗

丗丗丗丗丗丗丗丗

丗丗丗丗

丗丗丗丗

丗丗丗丗丗丗 丗丗丗丗丗丗

丗丗丗丗丗丗

丗丗丗丗

丗丗 丗丗
丗

丗丗

丗丗丗

丗丗

丗丗

丗丗

丗丗丗丗

丗丗
丗丗丗

丗丗
丗丗
丗丗
丗丗丗丗

丗丗丗
丗丗

丗丗丗丗丗丗丗

丗丗丗丗丗丗丗丗丗

丗丗丗丗丗

丗丗
丗丗
丗丗
丗丗丗丗丗丗丗丗

丗丗
丗丗
丗

丗丗丗

丗丗丗丗丗 丗丗

丗丗
丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗 丗丗

丗丗

丗丗
丗丗
丗

丗丗丗
丗丗

丗丗
丗丗
丗

丗丗

丗丗丗
丗丗丗

丗丗丗丗丗

丗丗丗丗 丗丗丗丗丗丗丗丗

丗

丗丗

丗丗

丗丗丗丗丗

丗丗
丗丗

丗丗丗

丗

丗

丗丗丗丗

丗丗

丗丗
丗

丗丗

丗丗
丗

丗丗
丗丗
丗丗

丗丗丗丗

丗丗丗
丗丗丗丗

丗丗丗丗 丗丗

丗丗丗丗丗

丗丗
丗丗

丗丗丗丗

丗丗丗

丗丗丗丗
丗丗丗
丗

丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗

丗丗丗
丗

丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗

丗丗丗丗丗

丗

丗丗丗

丗丗丗丗

丗丗丗丗

丗

丗丗丗

丗丗丗丗
丗丗丗

丗丗 丗丗

丗丗丗丗丗丗丗

丗丗丗丗
丗丗丗
丗丗丗
丗丗丗

丗丗
丗丗
丗丗
丗丗
丗丗
丗丗
丗丗

丗丗丗丗丗丗丗丗
丗丗丗丗丗丗丗

丗
丗丗丗丗丗丗丗

丗丗丗丗丗
丗丗丗

丗丗
丗丗

丗

丗丗

丗丗

丗丗丗丗
丗丗
丗丗

丗丗丗
丗丗
丗丗丗
丗

丗

丗丗

丗丗丗

丗丗
丗丗

丗丗丗丗丗
丗丗
丗丗

丗丗丗丗丗

丗丗

丗丗
丗丗
丗丗
丗

丗丗丗丗

丗丗
丗丗
丗丗

丗丗丗
丗

丗丗
丗丗丗丗

丗

丗

丗丗
丗丗
丗丗
丗

丗丗丗丗 丗丗丗

丗丗
丗丗
丗丗

丗

丗丗丗丗
丗

丗丗
丗

丗丗丗丗
丗

丗丗丗丗丗丗

丗丗丗

丗丗
丗丗
丗丗

丗丗丗丗丗丗 丗丗丗丗丗

丗丗丗丗

丗丗
丗丗丗

丗丗
丗丗
丗丗丗丗

丗丗丗丗丗

丗

丗丗
丗丗
丗丗
丗丗丗丗
丗丗

丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗

丗丗

丗丗丗

丗

丗丗

丗丗

丗 丗

丗丗丗

丗丗丗
丗丗

丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗

丗

丗丗

丗丗
丗丗

丗丗丗丗丗

丗丗
丗丗
丗

丗丗
丗丗

丗丗丗

丗丗丗

丗丗
丗

丗

丗

丗丗

丗

丗丗
丗丗

丗

丗丗

丗丗丗

丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗丗
丗丗丗丗丗丗丗丗

丗

丗丗丗丗

丗丗
丗丗
丗丗
丗丗

丗丗丗
丗丗
丗丗
丗丗
丗丗丗丗

丗丗丗
丗丗丗
丗丗丗
丗丗丗
丗丗丗丗丗丗丗

丗

丗

16.1
17.3

16.5

16.9

16.8

17.9

18.1

17.2

15.6

16.1

15.8

16.2

16.8

16.1

16.8

18.75

16.5

16.8

16.8

17.1

16.9

16.4

17.2

17.6

19.3

18.3

19.8

17.6

18.0

19.1

18.1

18.8

19.3

19.4

18.7

18.4

17.4

16.9

16.7

16.8

18.9

18.9

18.6

18.7

17.9

17.8

18.8

19.1

18.1

16.4

15.8

17.2

17.9

16.3

17.1

15.4

15.5

16.7

16.9

16.5

16.1

中丸十丁目

中丸九丁目

中丸集 会所

中丸東学童保育 室

（中丸学習 センター）

中丸公民館

六建東公園

中丸十丁目

中丸九丁目

グ

リ

コ

ふ

れ

あ

い

通

り

神 明神 社

中丸中継 ポンプ場

安

養

院

桶

川

北

本

水

道

企

業

団

第

１

１

号

取

水

井

中

丸

ス

ポ

ー

ツ

広

場

藤 信公園

明和団地公園

1
7

1
6

1
8

19

九九九九
九九九
九九九
九九九
九九九九
九九
九九

九九九九
九九九九

九九九
九九

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九

九九九
九九九
九九九
九九九
九九九
九九
九九九
九九

九九九九九九九九九九九九九九九

九九九
九九九
九九九
九九九
九

地区計画区域・地区整備計画区域

壁面の位 置の制限 １　建築物等の外壁若しくはこれに代わる 柱の面（地盤面下の部分を除く。）

　　から 道路境界線ま での水平距離は計画図に示す部分Aについては10m

　　以 上、部分Bについては5m以 上としなければ なら ない。

　　ただし、次に掲げる も のを除く。

　　・門柱、門扉又は安全 上、保安上や む を得ないも の。

　　・電気事業、水道事業、ガス事業その他これら に類する 公益上必要な

　　　事業の用に供する も の。

　　・神社、寺院、教会その他これら に類する も ののうち、本地区計画の告

　　　示日において現に区域内に存する も のを新築、改築する も の。

２　建築物等の外壁若しくはこれに代わる 柱の面（地盤面下の部分を除く。）

　　から 隣地境界線ま での水平距離は計画図に示す部分Aについては10m

　　以 上、それ以 外の部分については5m以 上としなければ なら ない。

　　ただし、次に掲げる も のを除く。

　　・神社、寺院、教会その他これら に類する も ののうち、本地区計画の告

　　　示日において現に区域内に存する も のを新築、改築する も の。

壁面後退区域における

工作物の設置の制限

壁面後退区域には、工作物（地下工作物を除く。）を設置してはなら ない。

ただし、次に掲げる も のを除く

・門柱、門扉又は安全 上、保安上や む を得ないも の。

・電気事業、水道事業、ガス事業その他これら に類する 公益上必要な

　事業の用に供する も の。

・神社、寺院、教会その他これら に類する も ののうち、本地区計画の

　告示日において現に区域内に存する 工作物に関する も の。

建築物等の形態又は

色彩その他意匠の制限

１　建築物等の外観の各立面の色彩は、各立面の面積の3分の2以 上の部

　　分（着色していない石、木、土、レンガ及びコンクリート等の素材で仕上げ

　　る 外観部分を除く。以 下同じ。）については、刺激的な装飾（光又は明か

　　りを用い、点滅する 装置を含む 。以 下同じ。）を避け、周辺の眺望、景観

　　と調和する よ う、次に掲げる マンセル表色系の範囲内とする 。

　　（１）7.5Rから 7.5Yま での場合は、彩度6以 下

　　（２）7.5Yから 7.5GYま で（ただし、7.5Yを含ま ない。）の場合は、彩

　　　　　度4以 下

　　（３）7.5GYから 7.5RPま で（ただし、7.5GY及び7.5RPを含ま ない

　　　　　。）の場合は、彩度2以 下

　　（４）7.5RPから 7.5Rま で（ただし、7.5Rを含ま ない。）の場合は、彩

　　　　　度4以 下

２　戸外から 望見される 高架水槽及び工作物は、周辺の眺望・景観と調和

　　する よ う位 置、大きさ、設置方法、色彩等に配慮したも のとする 。

３　表示又は掲出する ことができる 屋外広告物（埼玉県屋外広告物条例第7

　　条1項に規定する も のを除く。）は、自己の用に供し、周辺の眺望・景観と

　　調和する よ う配置、大きさ、設置方法、色彩、装飾等に配慮したも のとす

　　る 。

垣又はさくの構造の制限 　道路及び隣地境界に面する 垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なフ

ェンスとし、高さは敷地面から 2.0m以 下、基礎等の高さは0.5m以 下とす

る 。ただし、門柱、門扉又は安全 上、保安上や む を得ないも のを除く。

0 50 100 150 20025
m±

地区整備計画図（3/3）

中丸九丁目工業ゾーン地区計画

壁面の位置の制限

九九九部分A

部分B


